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平成１８年９月２２日(４)   

開議  １０時２２分 

○議長 秋成茂信君 

 皆さん、おはようございます。只今の出席議員は１４名で定足数に達していますので、

これより本日の会議を開きます。 

 日程第１ 議案第５３号から日程第２５ 議案第７７号までを一括議題といたします。 

各委員長から付託案件に対する審査の経過並びに結果のご報告を、お願いします。 

はじめに、文教厚生委員長。 

○５番 村田喜代子君 

 皆様、おはようございます。文教厚生委員会に付託されました１０件の議案の報告をさ

せて頂きます。 

全員参加の中で、議案第５４号 全員にて可決。５５号、５６号と全員にて可決。 

５７号は２対２において委員長採決で可決いたしました。 

６１号、６２号、６３号、６４号は全員で可決でございます。 

議案第６８号は、３対１で可決。６９号も可決でございます。以上です。 

○議長 秋成茂信君 

 次に、産業建設委員長。 

○４番 爪丸裕和君 

 おはようございます。産業建設委員会に付託されました８議案について、審査をいたし

ました経過並びに結果について、ご報告をいたします。 

 議案第５８号 豊前市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、中身につきま

しては、近隣の自治体との料金を合わせるといったようなものでありますが、住民の生活

を苦しめるというか、生活に対しましての負担増というような意見が多く出まして、１０

月１日からの施行というのは、まだ早すぎる。慎重に議論をするべきではないかという意

見が多数でありまして、結果といたしまして継続審査となりました。 

 議案第５９号 豊前市道路線の認定・廃止及び変更について、認定路線１６路線、廃止

２路線、変更１３路線で審査の結果、全会一致で可決であります。 

議案第６３号 平成１８年度豊前市一般会計補正予算、中身につきましては、主なもの

は、電源地域産業育成支援事業に７８５万５０００円、他に災害復旧費などであります。

審査の結果は、全会一致で可決であります。 

議案第６６号 平成１８年度豊前市水道事業会計補正予算、１８９１万７０００円の補

正額で、これも審査の結果は、全会一致で可決であります。 

議案第７１号 平成１７年度豊前市農業集落排水施設事業特別会計歳入歳出の決算の

認定について、３３４０万６９０１円、審査の結果は、全会一致で認定であります。 

議案第７２号 平成１７年度豊前市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ
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いて、歳入７億９４２３万５４５円、歳出額７億７９２６万２４９円、審査の結果は、全

会一致で認定であります。 

議案第７６号 平成１７年度豊前市水道事業会計歳入歳出決算の認定について、単年度

といたしまして、一般会計から８５０１万２０００円が繰入れられ、他会計からの借入計

が１億８６８８万５０３円という結果になっております。水道事業におきます執行部の更

なる努力に期待するという意見が出ましたが、審査の結果は全会一致で認定であります。 

議案第７７号 平成１７年度豊前市東部地区工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定

について、これも一般会計から４８９万７０００円が繰入れられております。 

主に、これはフレゼニウスの工業用水の提供でございますが、当初の見込からフレゼニ

ウスが、現在、使われている水量が不足しているとの報告であります。今後の見通しとす

れば、おそらく日に７００トン程度になるのではないだろうかという執行部からの説明で

ございました。収入８９５万４０５５円、支出額８７９万４９５３円でございます。 

審査の結果は、全会一致で認定でございます。 

以上、産業建設委員会からの報告といたします。 

○議長 秋成茂信君 

 次に、総務委員長。 

○１１番 山本章一郎君 

 総務委員会は、昨日、全委員出席の中、審査いたしました。議案の順番に沿って審査の

内容、結果をご報告いたします。 

 議案第５３号は、豊前市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償などに関する条

例の改正であります。審査の結果、全会一致で可決いたしました。 

 議案第６０号は、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団体の

数の増減及び消防団員等公務災害補償組合規約の変更についてであります。 

審査の結果は、全会一致で可決いたしました。 

 議案第６３号は、平成１８年度一般会計の補正予算であります。歳入歳出それぞれ２億

５２５万円を追加するものであります。歳出の主なものは、庁舎のアスベスト除去、２６

００万円、ＦＭラジオの広告料１８０万円などであります。審査の結果は、全会一致で可

決いたしました。 

議案第６５号は、平成１８年度豊前市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算であり

ます。歳入歳出それぞれ４２万８０００円を追加するもので、審査の結果は、全会一致で

可決いたしました。 

議案第７０号は、平成１７年度豊前市住宅新築資金等貸付事業特別会計の歳入歳出決算

の認定についてであります。歳入１９８３万８０００円、歳出３３９５万５０００円、実

質収支差引額はマイナス１４１１万７０００円であります。審査の結果は、全会一致で認

定すべきと可決いたしました。 
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 議案第７３号は、平成１７年度の豊前市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてであります。歳入歳出決算額は、ともに０円であります。 

審査の結果は、全会一致で可決いたしました。 

 議案第７４号は、平成１７年度豊前市営駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てであります。歳入１０５０万１０００円、歳出８０９万８０００円であります。 

差引き２４０万８０００円の黒字であります。審査の結果は全会一致で可決いたしました。 

 最後に、議案第７５号は、平成１７年度の豊前市バス事業特別会計の歳入歳出決算の認

定についてであります。歳入歳出ともに３０７７万９０００円であります。この中に一般

会計より１３１３万１９３２円の繰入れがあります。 

審査の結果は、全会一致で可決いたしました。以上、報告を終わります。 

○議長 秋成茂信君 

 次に、決算特別委員長。 

○１０番 神﨑光昭君 

 議案第６７号 平成１７年度豊前市一般会計歳入歳出決算の認定について、審査の経過

と結果について報告いたします。 

9 月１３日、１４日の２日間、委員会を開催し、まず、決算の概要状況について財務課

長、それから、監査委員から決算の審査報告を求め、歳入については財務課長より、歳出

については、各款別に所管所属長の説明を求め慎重に審議した結果、全会一致で認定する

ことに決しました。以上です。 

○議長 秋成茂信君 

 以上で委員長報告を終わります。 

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の方はありませんか。古川議員。 

○３番 古川哲也君 

 文教厚生委員長にお伺いいたします。議案第５７号 豊前市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定についてでありますが、２対２で委員長採決での可決という説明であ

りましたが、反対意見としてどのような意見があったかを、ご説明願いたいと思います。 

○議長 秋成茂信君 

 村田議員。 

○５番 村田喜代子君 

 国民健康保険の負担が、１０分の２から１０分の３に負担増があるということに関して

の反対意見でございました。出産費３０万円から３５万円ということに関しては賛成でし

たけれども、そういうところの反対が２名。１名の方からの意見はありませんでしたが、

ありました。 

○議長 秋成茂信君 

 他にありませんか。 
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(「なし」の声あり) 

これをもって質疑を終わります。 

討論に入ります。討論の方はありませんか。宮田精一議員。 

○８番 宮田精一君 

 私は、今回提案されました２５議案中、７議案について議案第５７号、６５号、６７号、

６８号、６９号、７０号及び７６号について、反対の立場から討論いたします。 

 まず、議案第５７号でありますが、今回の税制改正で、高齢者は大きな負担を強いられ

ております。これに追い討ちをかける今回の条例改正には賛成できませんので、この議案

については反対いたします。 

次に、議案第６５号については、制度自体の問題点を指摘して反対いたします。 

議案第６７号は、一般会計の決算についてでありますが、これについては、同和対策に係

る予算計上に関して当初予算に反対しております。この立場から、この決算に反対いたし

ます。 

 最後の６８号、６９号、７０号及び７６号については、当初予算において制度上の問題

点を指摘して反対しておりますので、この立場から反対いたします。以上です。 

○議長 秋成茂信君 

 他にありませんか。 

(「なし」の声あり) 

これをもって討論を終わります。 

これより採決に入ります。 

日程第１ 議案第５３号から日程第４ 議案第５６号まで４件を一括採決いたします。 

各議案についての委員長報告はいずれも可決であります。 

本案４件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、本案４件は原案のとおり可決することに決しました。 

 日程第５ 議案第５７号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決でありますが、ご異議がありますので起立により採決しま

す。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立） 

起立多数であります。よって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

 日程第６ 議案第５８号を議題といたします。 

本案に対する委員長報告は継続審査であります。本案を委員長報告のとおり決することに

賛成議員の起立を求めます。 

（起立） 

起立多数であります。よって、議案第５８号を閉会中の継続審査にすることは可決されま
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した。 

 日程第７ 議案第５９号から日程第１２ 議案第６４号まで６件を一括採決いたします。 

各議案についての委員長報告はいずれも可決であります。 

本案６件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、本案６件は原案のとおり可決することに決しました。 

 日程第１３ 議案第６５号を採決いたします。  

本案に対する委員長報告は可決でありますが、ご異議がありますので起立により採決しま

す。本案を委員長報告のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立） 

起立多数であります。よって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１４ 議案第６６号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第１５ 議案第６７号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は認定でありますが、ご異議がありますので起立により採決し

ます。本決算を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立） 

起立多数であります。よって、本決算認定の件は原案のとおり可決されました。 

 日程第１６ 議案第６８号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は認定でありますが、ご異議がありますので起立により採決し

ます。本決算を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立） 

起立多数であります。よって、本決算認定の件は原案のとおり可決されました。 

 日程第１７ 議案第６９号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は認定でありますが、ご異議がありますので起立により採決し

ます。本決算を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立） 

起立多数であります。よって、本決算認定の件は原案のとおり可決されました。 

 日程第１８ 議案第７０号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は認定でありますが、ご異議がありますので起立により採決し

ます。本決算を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  

(起立) 
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起立多数であります。よって、本決算認定の件は原案のとおり可決されました。 

 日程第１９ 議案第７１号から日程第２３ 議案第７５号まで５件を一括採決いたしま

す。各議案についての委員長報告はいずれも認定であります。 

本案５件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、本案５件は原案のとおり認定することに決しました。 

 日程第２４ 議案第７６号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は認定でありますが、ご異議がありますので起立により採決し

ます。本決算を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立） 

起立多数であります。よって、本決算認定の件は原案のとおり可決されました。 

 日程第２５ 議案第７７号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は認定であります。 

本決算を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、本決算は原案のとおり認定されました。 

日程第２６ 意見書案第１号から日程第２９ 意見書案第８号までの４件を一括議題

といたします。 

関係常任委員長から審査の経過並びに結果の報告を願います。最初に、文教厚生委員長。 

○５番 村田喜代子君 

 日程第２６ 意見書案第１号 次期定数改善計画の実施と、義務教育費国庫負担制度の

堅持を求める意見書案の提出について、この分は、一応よく審議いたしまして賛成という

ことになりましたので、ご報告申し上げます。 

次に、意見書案第５号について、文教厚生委員、私から出させて頂きました脳脊髄液減

尐症の研究・治療等の推進を求める意見書案の提出について、継続分としてご報告申し上

げます。結論といたしまして取り下げさせて頂きました。 

文教厚生委員、皆さんの賛成を頂きましたが、理由といたしまして、6 月議会において

あらゆる自治体から出されました。その中で賛成がほとんどでございましたので、もう尐

し遅かったと判断いたしまして取り下げました。１日も早く研究、治療、そして保険適用

ができますことを祈っております。ご報告申し上げます。 

○議長 秋成茂信君 

 次に、産業建設委員長。 

○４番 爪丸裕和君 

 産業建設委員会に付託されました意見書案第７号 違法伐採への対応強化を求める意見

書案の提出について審査をいたしました経過並びに結果について、ご報告いたします。 
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 中身につきましては、森林をしっかり保護していくというものであります。 

審査の結果は、全会一致で可決いたしました。以上、報告を終わります。 

○議長 秋成茂信君 

 次に、総務委員長。 

○１１番 山本章一郎君 

 意見書案第８号は、公共交通機関の存続へ向けＪＲ九州に係わる経営支援策等に関する

意見書でございます。審査の結果は、全会一致で可決いたしました。 

○議長 秋成茂信君  

 以上で委員長報告を終わります。 

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 

(「なし」の声あり) 

質疑を終わります。 

これより討論に入ります。討論の方はありませんか。 

(「なし」の声あり) 

討論を終わります。 

これより採決に入ります。 

日程第２６ 意見書案第１号 継続分を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２７ 意見書案第５号 脳脊髄液減尐症の研究・治療等の推進を求める意見書案

を議題といたします。先ほど、委員長報告のとおり本案については、提出者から議案の撤

回の申し出がありました。 

お諮りいたします。只今議題となっています意見書案撤回を承認することにご異議あり

ませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、意見書案第５号の撤回は承認することに決しました。 

 日程第２８ 意見書案第７号及び日程第２９ 意見書案第８号の２件を一括採決いたし

ます。 

各意見書案についての委員報告はいずれも可決であります。 

本案２件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件は原案のとおり可決することに決しました。 

 日程第３０ 請願第１号 継続分を議題といたします。 
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関係常任委員長から審査の経過並びに結果のご報告を願います。文教厚生委員長。 

○５番 村田喜代子君 

 では、文教厚生委員会に付託されました請願第１号 教育基本法の理念を生かす意見書

の提出を求める請願で継続分でございます。いろいろと審議させて頂きましたが、３対１

で賛成多数であったため、採択すべきだと判断いたしました。委員会としては可決でござ

います。 

○議長 秋成茂信君 

 以上で委員長報告を終わります。委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑の方ありませんか。 

(「なし」の声あり) 

質疑を終わります。 

これより討論に入ります。討論の方はありませんか。中村勇希議員。 

○７番 中村勇希君 

 私は、請願第１号の請願に反対の立場から討論いたします。 

この請願は、本年３月に提出されました。福岡県教職員組合築上豊前支部長さんから提出

されました。教育基本法を今のまま堅持して欲しいということであり、教育基本法を改正

しないで欲しい。その意見書を豊前市議会として出して欲しいという請願であります。 

この教育基本法は、昭和２２年に制定さました。まさに連合国の占領下であり、ＧＨＱ

の影響を受けたというふうに言われております。いろいろな法律は、戦後、社会情勢やそ

して時代の流れにより改正がされております。まさに、６０年間改正されなかった教育基

本法は、今の時代に即しているかというと、なかなか、そうではないという意見であろう

かと思っております。 

 また、世論調査におきましても、マスコミ、新聞社では、教育基本法改正に対して６６％

が賛成、反対が１４．２％、ＮＨＫでは、教育基本法を改正すべきの賛成が７２％、改正

すべきでないが１４％というように、国民の間でも改正すべきという意見が多くありまし

た。そして、何よりも私の支持する自由民主党は、昭和３０年の結党以来の悲願であった

と言われています。今度の教育基本法は、現行１１条から１８条というふうに、今の時代

に即した法律に改正されようとしております。今年の通常国会で提出がされ、そして継続

審議、今度の秋、特別国会、臨時国会で審議がされることだと思っております。 

私は、教育基本法を改正すべきという立場から、この請願に対して反対をいたします。 

○議長 秋成茂信君 

  

○１６番  

 私は、本請願の紹介議員でありますし、その立場から、採択した文教委員会の一人とし

て、採択賛成の立場から討論をさせて頂きます。 
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今議会で、文教委員会に付託されました経緯につきましては、先ほど委員長が申されま

した。７月３１日に休会中でありましたが、あまり長く引き伸ばすことにもなるまいから

ということで、休会中に委員長の招集を受けて委員会審査をいたしました。 

審査の結果については、先ほど報告のとおり３対１で採択でございました。 

只今、中村議員から反対の立場からの討論もございましたが、今の日本国憲法及び教育

基本法は、日本の戦後６０年、平和のうちに推移してきた、この国の進むべき道をしっか

りと定めたものでありました。局部的に考えれば、先ほどのようなご意見も出てくるわけ

で、これは理解できないことはありませんけれども、私自身、昭和１０年生まれで、戦争

末期のあの悲惨な状況を小学校高学年で迎えて、実際に戦争に参加しておりませんけれど

も、大変混乱しておりました日本の社会の中で、幼年期を過ごした経験からして、最近の

情勢を見ますと、まさに戦争を具体的に進めていくというような、路線が敷かれようとし

ているのではないかというふうに危惧されております。 

また、戦争を経験した皆さん、そして、心ならずも戦争で命を落とされた皆さん、或い

は、戦災で落とされた一般国民、全ての人たちが望むのはただひとつ、平和の国が長く続

くことである。これはもう断言できる話でございます。 

そこで先ほどの発言者がおっしゃるように、政党が３０年来の改正が悲願であるという

こともございましたでしょうけれども、そういう状況が国内に意見があることも承知する

中で、やはり平和を守る運動が脈々と引き継いだわけであります。地方の政治においても、

そのことこそが地方政治の根幹にあるべきだというのも、これも当然の理屈であります。

戦争のような混乱を引き起こし、それに巻き込まれていく多くの市民、国民が出ることが

許されるような、そういう人間性というものはないと思っています。 

昨日、東京地方裁判所が１つの判決を出しました。もう皆さんお読みになっていると思

いますが、ある新聞が、１面トップに大きく出して国旗・国歌強制は違憲と報道されまし

た。憲法に違反しているという判断が、第１審で示されたわけであります。 

このことは戦後６０年、様々な意見がありながらも、やはり人間社会が戦争のない、安

心して、或いは、苦しさもあるかもしれないけれども、尐なくとも戦争のない国として推

移してきた、その規範として守られてきた日本国憲法の存在を、十分に認めた判決として、

戦後６０年、画期的な判決ではないかと思っております。 

 教育基本法は、この憲法と両輪の如く、日本国民、子ども達の教育を指し示した基本法

でございました。ところが最近とみに、先ほどのような論理の展開者、具体的には、日本

歴史教科書を書き換える会などというものが大きくうごめいて、そういう人達のうごめき

の中から、東京都は、とみに国旗・国歌の強制を進めてきて、多くの教職員の犠牲者すら

出している。ここは、まさに違憲状態であるという判決であります。 

新しい国とか、或いは、世界に通用する国というような形の中で、憲法の見直し、教育

基本法の抜本的な改正等々が、最近、大きな世論の１つになっておりますけれども、今私
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達が子ども達に一番求めるものは、やはり必ず次の世代を担う子ども達に、平和の大切さ

を本当に心底から教え込んでいくというのが、教育の課題であろうと思うのであります。 

６０年近く続いてまいりましたその教育基本法を、愛国心はどうなのかと、愛国心がな

いが故に、今日の国民的な混乱があるのではないか、というようなことを１点にしぼりな

がら、国旗を大事にし、国家を大事に歌っていこう。日本国民である以上、日本の国を愛

しないものはいないと思います。日本の国土と、そして地域社会をしっかり守っていこう

というのが、国民の痛切な願いであります。 

特に、戦争を経験したり、幼児期に戦争を体験した人たちは、特に、その思いが強い、

その中における今回の請願書の提出でありました。新しい教育基本法につきしては、愛国

心をという政党もありましたけれども、愛国心では納得できないといって、郷土と国を愛

しというふうに言い換えてみたり、郷土と国を大切にしと言い換えて見たりしております

けれども、根本的には、教育基本法、つまり子ども達に対する、教育に対する指針そのも

のが、戦争のできる国、それにすら参加できる態勢、その心構え、気持をつくっていこう

というのが、この憲法なり教育基本法改正の趣旨ということは断言できると思います。 

そういう中にあって、一方では、現憲法で示されております思想信条の自由、こういう

ものに対する大きな弊害をもたらすことも懸念されながら、今、学校現場、教職員の皆さ

んが県教委、市教委、教育委員会のかなり圧力を受けながらも、やはり子ども達に自由に

はつらつとした精神の持ち主になって欲しいということで、教育を進めている段階であり

ます。 

○議長 秋成茂信君 

  

○１６番  

 はい、分かりました。そういう状況でございまして、この国旗・国家の問題につきまし

ては、学校長にすら裁量権が与えられてない。校長ですら、それに違反したとして厳しく

指弾されるというような事態でございます。かなり危険な状況に日本国が今あるというこ

とを、私は痛感するわけでありまして、文教厚生委員会は採択を決しましたが、その後、

多くの議員の皆さん方に、是非これは否決しよう、不採択にしようという動きもございま

した。右翼とか左翼とかいうようなものを、そういうことで、ひとくくりにしながら、こ

れに対抗するということは、極めてずさんな話ではないか。人間の心理と永久に望む夢と

希望を叶えるための憲法であり、教育基本法であるということを、是非とも、ご理解頂き

ながら委員会採択のこの結果に、ご賛同頂ければ本当にありがたいなと思ってます。 

以上です。 

○議長 秋成茂信君 

 渡邊議員。先ほど言いましたように、時間の制限はありませんが、ひとつ簡明にお願い

いたします。 
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○６番 渡邊 一君 

 私は、この採択に反対する立場で意見を述べたいと思います。 

平和の尊さは誰でも望むところです。その辺は十分生かして、教育基本法の改正がなれる

べきだ、これは賛成ですけれど、最近の学校の現場の荒廃、これは小学校まで及んでいる。 

そして先生方の質の問題、いろいろ問題はあります。 

特に、小学校の生徒の女の子が同級生を殺したとか、親をどうとかという非常に倫理と

か道徳という点で、非常に憂うる現場があると思います。こういうことでは、国際社会に

日本の国として、日本人として、大きく羽ばたくことは非常に危惧されることだと思いま

す。ですから、どうしても今度は教育基本法をしっかり討論・議論して頂いて、前向きに

推進して頂きたいということから、私は、この採択に反対する立場で意見を述べさせて頂

きました。以上です。 

○議長 秋成茂信君 

 他にありませんか。村田議員。 

○５番 村田喜代子君 

 私は委員会の中では、委員長という立場で賛成・反対の中に入れませんでしたが、今、

 

私は右翼、左翼、関係なく中道の中で、公明党の議員として、このことに関して反対を

いたします。というのが、昭和２２年、戦争の済んだ後は食べるものも食べられない。 

学校に行きたくても、行かれないという方たちを本当に学校にあげるため、また、教育

いろいろな夢、いろんなものをつけさせるための時だったと思うんです。ところが、現在

は登校拒否とか、また尐子化とか、いろんな面で感謝とか思いやり、いろんなものがなく

なっております。日本の国土、社会を守っていこうと思わない方はいないと言いますが、

尐子化が、まず一番の表に現れた姿ではないでしようか。 

いろんな面を考え合わせまして、私は本当の平和、今、平和が何なのかということを考

えていき、今、中村議員、渡邊議員合わせた中での私も反対意見として申し上げます。 

○議長 秋成茂信君 

 討論を終わります。 

これより採決に入ります。本案に対する委員長報告は採択でありますが、ご異議がありま

すので起立により採決いたします。 

本案を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立） 

起立尐数であります。よって、請願第１号を採択することは否決されました。 

お諮りいたします。以上をもって、今定例会の会議に付議されました案件は全て終了い

たしました。よって、平成１８年第４回豊前市議会定例会は、本日をもって閉会いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 
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(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、今定例会は本日をもって閉会することに決しました。 

ここで市長から発言を求められていますので、許可します。市長。 

○市長 釜井健介君 

 平成１８年第４回定例市議会を閉会されるにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

去る 9月５日、開会されましたこの度の定例市議会におきまして、議員各位には、今後の

市政運営に必要な平成１８年度の補正予算をはじめ重要案件につきまして、本会議並びに

各委員会を通じて慎重にご審議を賜り、衷心より敬意と感謝の意を表する次第であります。 

お蔭をもちまして、今回の提出案件のうち、議案第５８号を除くすべてについて、ご議

決を頂き誠にありがとうございました。厚くお礼申し上げます。 

 ここに成立いたしました補正予算並びに条例等につきましては、その施策を推進し、市

政の一層の進展と住民福祉の向上に寄与してまいりたいと存じます。なお、ご審議の間に

議員各位から賜りましたご意見、ご注意等につきましては、十分心して市政運営に努力し

てまいる所存でございます。 

また、議会の初日に表明しました民営化を含む行政改革の推進を、これから精力的に進

めていきたいと思いますので、よろしくご理解の程をお願い申し上げます。 

議員各位には、さわやかな仲秋の季節を迎え、何かとご多忙なことと存じますが、何卒

ご健勝で市政運営に深いご理解と、なお一層のご指導、ご協力を賜りますよう心からお願

い申し上げまして閉会の言葉といたします。ありがとうございました。 

（拍手） 

○議長 秋成茂信君 

 それではこれで閉会いたします。 

閉会 １１時１０分 

 

 


